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 政治資金監査に関する研修テキストの改定に係る目次イメージ新旧対照表  
 
 

旧 新 改定概要 
 

政治資金監査に関する具体的な指針･･････････････････････････････21 

 

はじめに･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 23 

 

Ⅰ．政治資金監査の目的････････････････････････････････････････････････････････25 

１． 政治資金規正法の目的・基本理念･････････････････････････････････････････････････････････25 

２．今般の政治資金規正法改正の経緯･････････････････････････････････････････････････････････26 

３．政治資金監査の基本的性格･･･････････････････････････････････････････････････････････････26 

４．政治資金監査に関する具体的な指針（政治資金監査マニュアル）の位置付け･･･････････････････28 

 

Ⅱ．登録政治資金監査人････････････････････････････････････････････････････････30 

１．登録政治資金監査人の資格･･･････････････････････････････････････････････････････････････30 

（１）資格･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････30 

（２）業務制限･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････31 

２．登録政治資金監査人の職務･･･････････････････････････････････････････････････････････････33 

３．登録政治資金監査人の責任･･･････････････････････････････････････････････････････････････33 

 

Ⅲ．国会議員関係政治団体･･････････････････････････････････････････････････････35 

１．国会議員関係政治団体の定義･････････････････････････････････････････････････････････････35 

２．国会議員関係政治団体の会計責任者の責務･････････････････････････････････････････････････35 

３．政治団体の区分に異動があった場合の留意事項･････････････････････････････････････････････38 

 

Ⅳ．政治資金監査指針① 一般監査指針･･････････････････････････････････････････40 

１．一般的な留意事項････････････････････････････････････････････････････････････････････････40 

２．調査方法････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････40 

３．政治資金監査契約の締結･･････････････････････････････････････････････････････････････････42 

４．契約書において規定すべき事項････････････････････････････････････････････････････････････43 

（１）一般的事項････････････････････････････････････････････････････････････････････････････43 

（２）登録政治資金監査人及び国会議員関係政治団体の責任･･････････････････････････････････････44 

（３）秘密保持義務･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････45 

（４）使用人等の監督等･･････････････････････････････････････････････････････････････････････45 

（５）契約の解除････････････････････････････････････････････････････････････････････････････45 

５．政治資金監査契約に係る留意事項･･････････････････････････････････････････････････････････46 

 

Ⅴ．政治資金監査指針② 個別監査指針･･････････････････････････････････････････47 

１．法第１９条の１３第２項第１号に掲げる事項････････････････････････････････････････････････47 

２．法第１９条の１３第２項第２号に掲げる事項････････････････････････････････････････････････48 

（１）一般的事項････････････････････････････････････････････････････････････････････････････48 

 

政治資金監査に関する具体的な指針･･････････････････････････････● 

 

はじめに･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ● 

 

Ⅰ．政治資金監査の目的････････････････････････････････････････････････････････● 

２． 政治資金規正法の目的・基本理念･････････････････････････････････････････････････････････● 

２．今般の政治資金規正法改正の経緯･････････････････････････････････････････････････････････● 

３．政治資金監査の基本的性格･･･････････････････････････････････････････････････････････････● 

４．政治資金監査に関する具体的な指針（政治資金監査マニュアル）の位置付け･･･････････････････● 

 

Ⅱ．登録政治資金監査人････････････････････････････････････････････････････････● 

１．登録政治資金監査人の資格･･･････････････････････････････････････････････････････････････● 

（１）資格･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････● 

（２）業務制限･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････● 

２．登録政治資金監査人の職務･･･････････････････････････････････････････････････････････････● 

３．登録政治資金監査人の責任･･･････････････････････････････････････････････････････････････● 

 

Ⅲ．国会議員関係政治団体･･････････････････････････････････････････････････････● 

１．国会議員関係政治団体の定義･････････････････････････････････････････････････････････････● 

２．国会議員関係政治団体の会計責任者の責務･････････････････････････････････････････････････● 

３．政治団体の区分に異動があった場合の留意事項･････････････････････････････････････････････● 

 

Ⅳ．政治資金監査指針① 一般監査指針･･････････････････････････････････････････● 

１．一般的な留意事項････････････････････････････････････････････････････････････････････････● 

２．調査方法････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････● 

３．政治資金監査契約の締結･･････････････････････････････････････････････････････････････････● 

４．契約書において規定すべき事項････････････････････････････････････････････････････････････● 

（１）一般的事項････････････････････････････････････････････････････････････････････････････● 

（２）登録政治資金監査人及び国会議員関係政治団体の責任･･････････････････････････････････････● 
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